
国家公務員法等の一部を改正する法律の概要 

 

 

１．幹部職員人事の一元管理等  

(1) 幹部職員の任用等 

①適格性審査及び幹部候補者名簿 

ⅰ 内閣総理大臣は、以下に掲げる者について、幹部職（長官、事務次官若しくは局長若しくは

部長の官職、又はこれらに準ずるもの）に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを

確認するための審査（「適格性審査」）を政令で定めるところにより公正に行う。  

・ 幹部職員 

・ 幹部職員以外の者であって、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる

者として任命権者が内閣総理大臣に推薦した者 

・ 上に掲げる者に準ずる者 

 ⅱ 内閣総理大臣は、適格性審査の結果確認を受けた者について、氏名その他政令で定める事項

を記載した名簿（「幹部候補者名簿」）を作成する。 

 ⅲ 内閣総理大臣は、適格性審査及び幹部候補者名簿に関する権限を内閣官房長官に委任する。 

ⅳ 適格性審査及び幹部候補者名簿に関する政令を定めるに当たっては、あらかじめ人事院の意

見を聴くこととする。 

②任免協議等 

ⅰ 幹部職に係る任命については、任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている者であって、

選考又は人事評価等に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認めら

れる者について行う。  

ⅱ 幹部職に係る任免を行うに当たっては、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し

た上で、当該協議に基づいて行う。  

ⅲ 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するため必要と

認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の任免について協議を求めることができる。 

③ 災害その他緊急の場合における任免協議の特例  

ⅰ 災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議

する時間的余裕がないときは、任命権者は、②ⅱにかかわらず、協議を行うことなく、幹部職

に係る任免を行うことができる。 

ⅱ 任命権者がⅰにより幹部職に係る任免を行った場合には、任命権者は、内閣総理大臣及び内

閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該任免について内閣総理大臣及び内閣官房長

官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。 

(2) 幹部職員の降任の特例  

○ 任命権者は、幹部職員（幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階を占める幹部職員を除く）

について、以下の要件のいずれにも該当するときは、当該幹部職員が、一般の職員の降任の要件

のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して、直近下位の職制上の段階に属する幹

部職への降任を行うことができる。 
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・ 当該幹部職員が他の官職を占める他の幹部職員に比べて勤務実績が劣っている。 

・ 他の特定の者が任命された場合に当該幹部職員より優れた業績を上げることが十分見込まれ

る。 

・ 転任させるべき適当な官職がないなど当該幹部職員を降任させる必要がある。 

(3) 管理職員の任用等 

① 採用昇任等基本方針に定めるべき事項に、管理職（課長若しくは室長、又はこれらに準ずる官

職であって政令で定めるもの）への任用に関する基準その他の指針及び任命権者を異にする官職

への任用に関する指針を追加する。  

② 任命権者は、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するとともに、内閣総理大臣は①の

基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の

改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。 

③ 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職への任用の円滑な実施に資するよう必要な調整を

行う。 

(4) 幹部候補育成課程  

① 各大臣その他の機関の長（各大臣等）は、幹部職員の候補となり得る管理職員としてその職責

を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成するための課程（幹部候補育成課程）を設

け、内閣総理大臣が定める基準に従い運用する。  

② 各大臣等は、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するとともに、内閣総理大

臣は①の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運

用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。 

③ 内閣総理大臣は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用の円滑な実施に資するよう必

要な調整を行う。 

(5） 人事に関する情報の管理 

① 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関に対し、当該機関の幹部職員、管理職員、幹部候

補育成課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定める者の人事に関する情報の提供

を求めることができる。 

② 内閣総理大臣は、①により提供された情報を適正に管理する。 

(6) 特殊性を有する幹部職等の特例  

○ 人事院、検察庁、会計検査院、警察庁、外局として置かれる委員会その他の行政機関の幹部職

等について、その職務の特殊性に配慮し、人事の一元管理に関する規定の適用除外その他所要の

規定の整備を行う。 

 (7) 公募 

○ 採用昇任等基本方針に定めるべき事項に、職員の公募に関する指針を追加する。 

 (8)官民人材交流の推進 

 ○ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正により、人事交流の対象となる法人の

拡大、手続の簡素化及び透明性の向上のための所要の規定の整備を行う。 
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２．内閣人事局 

(1) 内閣人事局の設置  

○ 内閣官房に内閣人事局を置く。  

(2) 内閣人事局の事務  

 ① 内閣人事局は、国家公務員制度改革基本法第11条第１号に定める機能を担うとともに、これを

実効的に発揮する観点から必要な範囲で、関係行政機関から機能を移管することとし、１.の幹

部職員人事の一元管理等に関する事務のほか、下記の事務をつかさどるものとする。 

ⅰ 国家公務員制度の企画・立案に関する事務、各行政機関の人事管理に関する方針及び計画

の総合調整に関する事務 

ⅱ 任用※１、採用試験※２及び研修※３に関する事務 
※１ 内閣人事局は、優れた人材の養成・活用に関する事務を所掌し、人事院は、職員の公正な任用の確保

に関する事務を所掌 
※２ 内閣人事局は、試験の対象官職、種類及び確保すべき人材に関する事務を所掌し、人事院は、試験の

方法、科目、合格者決定方法等の設計、試験の問題作成・実施、人事院以外の試験機関の指定・管理等
に関する事務を所掌 

※３ 内閣人事局は、各府省が行う研修の総合的企画・調整、総合的企画に関連した人事院への協力要請、
幹部候補育成課程対象者の研修等に関する事務を所掌し、人事院は、人事院が行う研修の計画・実施及
び内閣人事局・各府省の行う研修の監視等に関する事務を所掌 

ⅲ 人事評価、能率、厚生、服務及び退職管理に関する事務、退職手当制度及び特別職の国家公

務員の給与制度に関する事務 

ⅳ 免職、給与、分限、懲戒等（人事院が引き続き所掌する事務）について、人事院規則の制定

改廃に関し、必要がある場合、人事院に要請すること（新設） 

ⅴ 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに職務の級の定数の設定及び改

定に関する事務 

ⅵ 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整

に関する事務 （新設） 

ⅶ 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整、各行政機関の機構の新設、改正

及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務        等 

② ①ⅱ及びⅴの機能については、政令等を定めるにあたって、あらかじめ人事院の意見を聴くこ

ととするとともに、指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに職務の級の定数

の設定及び改定に関しては、人事院の意見を十分に尊重するほか、研修についての人事院による

報告要求や是正指示に関する規定の整備等の措置を講ずる。 

③ 官民人材交流センター、再就職等監視委員会、退職手当審査会は、いずれも内閣府に置く。内

閣総理大臣（内閣人事局）は、官民人材交流センターの運営に関する指針を定め、これを公表す

るものとする。（新設） 

④ 国家公務員制度改革基本法に基づく国家公務員制度改革の推進は、内閣人事局が担う。（新設） 

(3) 内閣人事局の組織  

① 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。  

② 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣

が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てる。 
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３．内閣総理大臣補佐官、大臣補佐官 

国家公務員制度改革基本法に定める国家戦略スタッフ及び政務スタッフに関する措置として、以

下の措置を講ずる。 

(1) 内閣総理大臣補佐官  

① 内閣総理大臣補佐官の所掌事務を、内閣総理大臣の命を受け、内閣の重要政策のうち特定のも

のに係る内閣総理大臣の行う企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐することに改める。 

② 内閣総理大臣補佐官の定数、内閣総理大臣の申出により内閣が任免すること、俸給月額は事務

次官級又は大臣政務官級とすること、特別職とすること、非常勤とすることができること、国会

議員は内閣総理大臣補佐官を兼ねることができることについては、現行どおりとする。 

 (2) 大臣補佐官  

① 各府省に、特に必要がある場合には大臣補佐官を置くことができることとし、その定数は、以

下のとおりとする。 

・内閣府     ６人以内 

・復興庁及び各省 １人以内 

② 大臣補佐官の所掌事務は、大臣の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに

政務に関し、大臣を補佐することとする。 

③ 大臣補佐官は、その省の長である大臣（内閣府及び復興庁においては内閣総理大臣）の申出に

より内閣が任免することとし、俸給月額は事務次官級又は大臣政務官級とし、特別職とし、非常

勤とすることができることとし、国会議員は大臣補佐官を兼ねることができることとする。 

 

 

４．施行期日等 

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行す

る。ただし、任免協議等に関する規定は、施行日から起算して３月を超えない範囲内において政令

で定める日までの間は、適用しないこととし、幹部候補育成課程に関する規定は、施行日から起算

して３月を経過する日から施行することとする。 

 

 

 

※ 平成26年２月21日、自民党・公明党・民主党により修正案が提出され、附則に、政府は平成28

年度までに、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の

雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討することを追加。 
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